
平成20年度

山形県教育委員会

「米沢市に残る直江石堤」

平
成
二
十
年
度　
　
　

学
校
教
育
指
導
の
重
点　
　
　
　
　

│
「
Ｃ
」
を
柱
と
し
た
第
５
次
山
形
県
教
育
振
興
計
画
の
着
実
な
推
進
│

－「Ｃ」を柱とした第５次山形県教育振興計画の着実な推進－

山
形
県
教
育
委
員
会

学校教育指導の重点





�

H20 学校教育指導の重点

本 県 教 育 の 目 標

【４つの方針】

１．「いのち」を大切にし、豊かな心と健やかな体を育てる。

２．「まなび」を通して、自立をめざす。

３．広い「かかわり」の中で、社会をつくる。

４．学校と地域を元気にする。

－第５次山形県教育振興計画より－

知徳体が調和し、「いのち」輝く人間の育成
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　今年度は、教育界にとってさまざまな変革の年です。それは、改正された教育関連三法の
施行による変革と、３月に告示された新学習指導要領の実施に向けて体制を整えることであ
ります。そして、本県にあっては、「知徳体が調和し『いのち』輝く人間の育成」を目標と
した第５次山形県教育振興計画にもとづいた教育のこれまでの成果と課題を明らかにして、
より一層加速させていく時期を迎えています。
　そもそも教育には、子どもの人格の完成をめざし、社会の一員としての人間力を育むとい
う、時代を超えて変わらない使命があります。と同時に教育は、社会の変化にともなう時代
の要請に応えていくという役割を担っております。今回の学習指導要領の改訂では、これか
らの「知識基盤社会」の時代を担う子ども達に求められている「生きる力」の重要性が再確
認されました。各学校においては、子どもたちの実感や感動が行き交うように授業を工夫す
ることで、確かな学力の定着を図っていくことが重要です。
　本県では、５教振の着実な推進を図るため、コミュニケーションを核にすえて、学校経営、
授業、家庭・地域とのかかわりにおける教育活動全般を見直し、改善していくことをめざし
た「やまがた教育『Ｃ』改革」をスタートさせます。「Ｃ」改革を推進することを通して、「山
形」という地域に根ざした特色ある教育が展開され、教育にたずさわる人々の自信と誇りが
深まるように願っております。そして、山形発の教育の実践を全国に発信してまいりたいと
考えております。
  「学校教育指導の重点」は、県教育委員会の任務を示すとともに、各市町村教育委員会が
策定する学校教育指導計画や、各学校が作成し実施する教育計画の指針となるように設定し
たものです。
　各学校と教育行政機関が一体となって教育活動を展開し、本県教育が一層充実・発展する
ことを心から願うものであります。

　　　　　　平成２０年３月

山形県教育委員会　　　　　　　　　　　
教育長　山　口　常　夫　

山形の教育
「いのち」、そして「まなび」と「かかわり」
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「Ｃ」改革元年にあたって
１　アポロ１３号の力
　人類初めての月面着陸を１１号が成功させた翌年の１９７０年、月に向かうアポロ１３号では、絶体

絶命の船体トラブルが起きていた。問題は３人の宇宙飛行士が船内に吐き出す二酸化炭素をどう換気す

るか。これはマニュアルにもない非常事態だった。

　刻々と生命の限界が迫る中、ＮＡＳＡの地上スタッフが、宇宙船と同じ訓練用の船内で使えそうなも

のをかき集め、試行錯誤しながら換気装置を手作業で完成させる。その方法が伝えられて、アポロ１３

号は無事帰還を果たした。

　この「アポロ１３号の力」とは、有効な資源をフルに活用して課題に対応していく力とみることがで

きます。ほぼ「リテラシー」と同じ意味です。

２　未来型の「学力」と「経営」
（１）未来型学力

　日本の低迷が目立つ国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ）は、「未来型学力」のテストとも呼ばれています。

その調査実施機関であるＯＥＣＤアンヘル・グリア事務総長は、日本の学力について、次のような警告

を発しています。　

○ 記憶力中心の学力は、先進国からなくなりつつある職業にしか役立たない。

○ 知識の再現学習ばかりでは、労働市場で必要とされる力が身につかない。

　このことは、昨年４月に行われた全国学力・学習状況調査の結果でも同じように指摘されています。

全国的な傾向と同様に本県でも、「知識の問題」に比べ「活用の問題」の正答率が低いということです。

算数を例にすれば、問題の中から解法に必要な数値や情報を見つけ自分の考えを図表に表していくよう

な活動に弱いということになります。

教育課程の国際的な通用性、グローバル化した知識基盤社会を考えるならば、従来の「習得」と「探究」

だけでは括れない、「活用」を意識した授業、「何を知っているか」とは違う「何ができるか」を強く意

識した授業が求められています。

（２）未来型経営

　こうした考え方を発展させていくと、授業の考え方と経営の考え方に共通項を見いだすことができま

す。それは、「どれだけもっているか」ではなく、これから「何ができるか」を大事にした学校経営と

いう考え方です。

　学校が抱える問題が膨大かつ複雑になってきています。子どもから派生する諸課題はもちろんのこ

と、医療から福祉的なこと、更には家庭教育から横溢した問題などへの対応です。しかも「人」と「財」

による支援も簡単にできるような時代ではありません。

　そうした背景の中で大切なことは、学校自らの対応力を強化していくことです。まずは、「減らして

鍛える」というメタボリック対策と重点化による「仕事と時間」の再編集が必須と考えています。

　例えば、

○　家庭や地域を巻き込んだ教育環境づくり

○　ＯＪＴ（ｵﾝｻﾞｼﾞｮﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）を可能にする学校力の向上　

○　子どもと向き合う時間の拡充するための業務の外部化　など。
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３　「Ｃ」改革を教育の柱に
（１）勇気と挑戦のエネルギー

　なじみのある動きばかり繰り返していると、次第に刺激が少なくなって、間違いなく脳の活性度が落

ちてくるそうです。思えばわが家の猫。えらいところは、冬は一番暖かいところ、夏は一番涼しいとこ

ろを見つけることぐらいで、ほとんど同じことを毎日繰り返しています。ですから、この 15 年間、成

長もあまり見えませんし、終始一貫「吾輩は猫である」を貫いています。

　挑戦には、大変なエネルギーと勇気の要るものです。過去の記憶を取り出し、現状と未来を見つめ、

それらを統合して行動するという、もっとも人間らしいプログラムが頭の中で稼働しているからです。

（２）改革前夜の元話

　テストでは記憶が物を言うわけですが、実際の行動では、そうした記憶などを束ねてコントロールし

ている前頭連合野の働きが「人間らしさ」を決定づける生命線になっています。ですから、本当の教育

は、前頭連合野を鍛えないといけない。その最良の方法がコミュニケーションということになります。

　もちろん、記憶は判断する材料になるものですから軽視はできません。体験を通して「エピソード」

とともに記憶させる。意味理解を大切にして理屈で記憶させる。などの方法を研究していく必要があり

そうです。大切なのは、「覚える」ことは決して孤独なものではなくて、コミュニケーションを通すとか、

リテラシーの考え方ではどうかなどの検討が待たれるところです。

　また、コミュニケーション自体も重要な課題です。いかに心の通うものにするか。会話とは違う「対

話」のとらえ直し。或いは、もっと根源的に「伝えたくなる感動」の所在を教育活動に求めていくなど

の実践的な研究が待たれます。

　「Ｃ」改革では、「体験」、「協働」など耳馴れた言葉がこれからよく使われます。その際、意味を再吟

味していく必要があります。また、こうした話は教師の専門世界に閉じている傾向が強いわけですから、

これからの時代、地域や保護者への説明は避けられない悩ましい話になりそうです。

（３）５教振での位置づけ　－ポンチ絵物語－

いのち君とまなびさんとかかわり君を乗せた５教振バスが、いのち輝く岳をめざして登っていました。

ところが天候が急変して、道路を落石や倒木がふさいでしまいました。それを見ていた山形村の人たち

は、何とか助けてやろうと、特産の「Ｃ」パワーガソリンを注入してあげました。バスは逆風をものと

もせず再び登り始めました。

　「Ｃ」改革は、新たな教育課題がバスの行く手をさえぎったり、教育現場に逆風が吹きつけたりして

いる現状を打破するために、５教振を力強く推進していくための手段です。

本県では、「互いに心が通じ合う教育の実践」を平成２０年度県政運営の柱に位置づけました。

　

　この度、「Ｃ」改革元年にあたり、「学校教育指導の重点」５教振バージョン４年目に、可能な限り「Ｃ」

パワーの注入を試みてみました。実際は、見え方よりは考え方を見直してみたところです。

　「Ｃ」改革で最も大切にしていきたいのは、学校の主体性です。これから、改革の憲章やガイドブッ

ク的なもので支援していきますが、これらは最低限（ミニマムスタンダード）のものです。進化の火種

はあくまでも学校にあることを確信しております。

　　　平成２０年３月

義務教育課長　　鈴　木　弘　康 
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Ⅰ ． 学 校 教 育 指 導 の 重 点
　学校は、子どもたちが集団の中で、仲間や教職員等とかかわりながら生活することに大きな意味が
あり、その過程で心のつながりをより一層強めていくことが求められています。
　新学習指導要領において、「生きる力」は基本理念として継承されます。第５次山形県教育振興計
画はトータルとしての人間力の育成につながるものとして、この「生きる力」を具現化したものです。
５教振をさらに推進し、教育山形の新生を願って、「Ｃ」改革を柱に教育活動を展開していきます。

１．元気で、信頼される学校をつくる

≪子どもと向き合う時間を拡充する≫

【特に重視すること】	

◎学校経営目標を明確にし、教職員間で共通理解を図ると共に、思い切った重点化により教育活動を
　精選したり、人材を活用したりすることによって子どもと向き合う時間を拡充する。
◎体験化と協働化の視点から教育活動を見直し、子どもたちの人格形成に結びつくものとなるよう改
　善を継続する。
◎様々な人々とのかかわり合いの中で、教師としての人間性を磨くとともに、互いに学び合える同僚
　性を高めることにより学習指導や生徒指導などの専門性を向上させる。

	
ア．学校経営目標の明確化
　○地域や学校、児童生徒の実態に応じた具体的な教育目標を立て、教
　　職員の共通理解や保護者・地域住民の理解を得る。
  ○学校教育目標の達成に向けて、長期展望に立って取り組むものと、
　　短期間での達成をめざすものに整理して、それに向けた方策を明ら
　　かにする。

イ．学校経営目標の重点化
  ○地域や学校が大切にしてきた伝統、児童生徒、教職員や地域住民・
　　保護者の「願い」を生かし、校長が中心になって学校経営の重点を
　　明らかにすることで、教育活動の思い切ったスリム化を図る。
　○教師がやり甲斐や生き甲斐をもてるように組織としての校務運営を
　　見直す。
  ○保護者や地域住民と協働する体制をつくることで、教員が子どもた
　　ちと向き合うための時間を拡充する。

ア．心が通い合うための体験化と協働化
  ○教育活動の柱に体験を位置づけ、子どもたちが実感・感動・納得を
　　得ることができるような教育課程の編成を工夫する。
　○体験によって生まれる一人一人の思いや考えなどの違いを交流した
　　り、共に協力して活動をしたりする中で、互いの存在を認め合い他
　　の人とかかわる大切さを感じることを積み重ねていく。

①特色ある学校づく
りの推進

②心が通い合う学校
づくりの推進
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　○特別活動についても、ねらいを明確にし、意図的・計画的な協働体
　　験により人間関係を築く力が高まることをめざしていく。

イ．協力から協働へ心の通い合いの質の向上
　○学校と家庭・地域が連携し、それぞれが果たせる役割を明確にして
　　体制づくりに努めることで、保護者や地域住民の意識が「子どもの
　　ために学校へ協力する」から「学校と共に子どもを育てる」へと変
　　容するようにしていく。
  ○保護者や地域住民だからこそできる役割（ex. 師匠・大将）による
　　教育のすばらしさを共通理解し、積極的に取り入れていく。  

ウ．開かれた学校づくりの推進
　○地域の実態に応じて、学校を支援する組織を設立し、保護者・地域
　　住民と一体となった教育を効果的に進めていく。
　○「学校評価ガイドライン」等を参考に、自校の教育活動の状況につ
　　いて、自己評価及び学校関係者評価を行い、結果の説明・公表・教
　　育委員会への報告に努め、それによって保護者・地域住民や教育委
　　員会との意思の疎通を図りながら学校改善を進める。

ア．人間としての魅力ある教師
　○地域における教育活動に貢献し、地域理解や地域の人との交流、広
　　い社会体験などを通して、よき社会人としての「人間性」を磨くこ
　　とで、信頼される教師を目指す。
　○深みのある人間をめざし、読書や自然とのふれあい、芸術文化との
　　出会いなどを積極的に行う。
　○教師としてのなりたい姿を描き、自己マネジメント能力を高め、学
　　習指導や生徒指導などの「専門性」を高める。
 
イ．同僚性を高める学校文化の創造
　○校内研修の活性化や日常の教師間のコミュニケーションを豊かにす
　　ることにより、実践的指導力の世代間伝授を意識的に行う。
　○互いの授業や学年・学級経営を開き、学び合う雰囲気づくりに努め、
　　切磋琢磨しながら教師力を高める。

③信頼される教師の
育成
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２．「いのち」を大切にし、豊かな心と健やかな体を育てる

（１）「いのち」を大切にする心をはぐくむ

【特に注意すること】

◎「第５次山形県教育振興計画」の趣旨を受け、３年間の成果と課題を整理し、学校・地域の特色や
　実態から「いのちの教育」を深め、根づかせていく取組を推進する。
◎「いのち」はかけがえのないものであることを教えるとともに、一人一人の子どもに、自分自身を
　大切に思える気持ち（自尊感情）を育てる。
◎他者や社会との関係、自然、歴史、文化等とのかかわりを重視した体験活動から、「いのち」のつ
　ながりに気づかせる。

ア．｢いのちの教育｣ を推進する教育課程の編成
　○これまで取り組んできた「いのちの教育」を振り返り、成果と課題
　　をとらえて見直しを図り、学校と地域が一体となった ｢いのちの教
　　育｣ を根づかせる。

イ．地域を誇りに思う心を育てる学習・体験の推進
　○地域の歴史や文化（民話・祭り・伝統芸能等）を扱った学習や体験
　　から、子ども達に大切にしてもらいたいことを伝え、地域を誇りに
　　思う心を育てる。
		
		
ア．「生命の尊さ」を実感する教育の充実
　○自他の命が何よりも大切なものであることを理解する機会を重視し、
　　｢生命の尊さ｣ について真剣に向き合う心を育てる。

イ．「生命の恵み」に感謝する教育の推進
　○自然や動植物と触れ合い、感性を揺さぶる体験を通して、「いのち」
　　に感謝する心を育てる。

ウ．自分らしい「生き方」を考える機会の充実
　○さまざまな人の生き方に学ぶ機会を充実し、自分を見つめ、自分の
　　生き方を考えることができるようにする。
		
		
ア．｢いのちのブック｣ を利用した多様な活動の創造
　○ ｢いのちのブック｣ の掲載内容を自分自身や自分の住む地域等にお
　　きかえ、｢いのちの教育｣ を推進する活動を創造する。

イ．家庭・地域とともに学校が編み出し、進める ｢いのちの教育｣
　○保護者や地域住民と連携し、保護者や地域の思いや願いを受け止め
　　ながら継続性のある協働体験（美化活動・伝承活動・地域活動等）
　　を推進する。

①学校の特色や実態
に応じて根づかせ
る「いのちの教育」

② ｢生命の尊さ｣「生
き方」を学ぶ教育
の推進

③学校・家庭・地域
一体の ｢いのちの
教育｣ の推進
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H20 学校教育指導の重点

（２）好ましい人間関係を基盤にした生徒指導を推進する

【特に重視すること】	

◎確かな児童生徒理解に基づいた生徒指導によって、一人一人の自己指導力を伸長する。
◎共に活動したり真剣に話し合ったりする中で、一人一人が認められる集団づくりをする。
◎不登校児童生徒の減少や問題行動の未然防止に向け、規範意識を醸成し小学校段階からの生徒指導
　の充実を図る。

ア．自己指導力の育成
　○学校や社会の人とのつながりの中で、児童生徒が時と場に応じてど
　　のような言動が適切か、自分で考え、自分で決めて実行できるよう
　　にする。
イ．自己実現を達成できる学習指導
  ○個に応じたきめ細かな学習指導によって、一人一人が「できる・わ
　　かる」手ごたえを感じ、自己有用感を味わうことができる授業にする。
  ○学習に選択できる場面を設定するなど自己決定の機会を多く設定し、
　　一人一人の能力・可能性が発揮できるようにする。

ア．一人一人が尊重される集団づくり
　○児童生徒一人一人についての理解を図り、互いに認め合う集団づく
　　りを行い、存在感・所属感を高める。
　○達成感が得られる活動を仲間とともにやり通すことで、自らが集団
　　に役立っているという実感をもつことができるようにする。
イ．基本的人権を尊重する教育の推進
　○「児童の権利に関する条約」の精神や男女平等の立場に立った教育
　　を展開し、人権尊重の姿勢を確立する。
　○自浄力を発揮する活動を推進し、いじめ・問題行動等の未然防止に
　　努め、すべての児童生徒が安心して生活できる学校づくりに努める。
ウ．自発的・自治的な態度の育成
　○教育活動全体を通して自発的・自治的に行動する態度を育てるとと
　　もに、違いを認め、協力の重要性や達成の喜びが実感できる活動を
　　推進する。
　○朝の会や終わりの会、学級活動などにおいて、話し合い活動の充実
　　を図り、仲間や学級の諸問題に主体的にかかわろうとする態度を養う。

ア．子どもの自立を促す教育相談
　○共感的理解のもと、現実社会で生活していくことに向き合うことが
　　できるたくましさをはぐくむ。
イ．組織として機能する指導体制の確立
　○危機対応力の向上という視点に立ち、教職員の危機意識を高め、気
　　になることがある場合は、一人で抱え込むことなく、組織として対
　　応する。
　○確かな児童生徒理解のために、幼・小・中・高の連携を強化する。
　○生徒指導について、日頃から家庭・地域、関係機関との共通理解を
　　図り、必要に応じてサポートチームを編成するなど、配慮が必要な
　　児童・生徒への指導・助言を行う。

①自己実現に繋がる
学校生活の充実

②心の居場所になる
集団づくりの推進

③教育相談を中心に
据えた指導体制の
確立
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H20 学校教育指導の重点

（３）「いのち」の輝きをはぐくむ健康教育を推進する

【特に重視すること】

◎自他の「いのち」の大切さと重みを基調とした指導計画のもと、性に関する指導の推進を図る。
◎実践的な防犯教室等を開催し、児童生徒の危険予測・危険回避能力を高める。
◎食育の推進により、児童生徒の望ましい食習慣の形成を図る。

ア．個に応じた健康教育の推進
　○児童生徒の心身の健康状態を的確に把握し、学校医等の健康相談の
　　もと、個に応じた指導を行う。
イ．教科・領域等との関連を図った健康教育の推進
　○教科・領域等の指導を関連づけ、「心と体を大切にする思い」を高
　　める健康教育を推進する。特に、「性といのちの学習の手引き」な
　　どを活用し、性に関する指導を推進する。
ウ．家庭・地域と連携した健康教育の推進
　○児童生徒の健康課題を家庭・地域と共有し、具体的な改善が図られ
　　るよう学校保健委員会の構成員や持ち方・内容などを工夫する。ま
　　た、学校敷地内禁煙など健康教育の環境づくりを推進する。

ア．いのちを守る安全教育の推進
　○「自他のいのちを守る」ことを基本に、危険予測・危険回避などの
　　安全行動が身につくよう、生活安全・交通安全・災害安全に関する
　　教育を行う。
イ．地域と連携した安全活動
　○保護者や警察署などの地域関係機関・団体などと連携した地域ぐる
　　みの学校安全活動を展開する。特に、登下校中の交通事故防止及び
　　不審者による犯罪被害防止の徹底に努める。

ア．望ましい食習慣の形成
　○児童生徒や地域の実情をふまえ、教職員が連携して、児童生徒の望
　　ましい食習慣の形成を図る。その際、「食育体系指導書」を活用す
　　る。　　　　　
イ．地消地産を通した豊かな心の育成
　○学校給食に地場産物を取り入れることにより、地域文化の理解促進
　　と自然の恵みや生産者への感謝の心の育成など、学校・家庭・地域
　　の連携を図りながら多様な食指導を展開する。
ウ．食の安全・安心の確保
　○学校給食の安全・安心を徹底するため、適切な食材の選定に加え調
　　理場などの衛生管理を強化するとともに、給食前の手洗い等衛生指
　　導の充実を図る。

①健康の保持増進に
関する教育の充実

②安全に関する教育
の充実

③食を通じた健康教
育の充実
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H20 学校教育指導の重点

（４）学校体育・スポーツの充実を図り、たくましさをはぐくむ

【特に重視すること】

◎「いのち」を支える健やかな心とたくましい体をはぐくむため、学校の教育活動全体を通じて、運
　動やスポーツの楽しさ、喜びを体験できる取組を推進する。
◎指導と評価の一体化をめざした体育授業の工夫改善と体力づくりを推進する。

ア．運動に親しむ資質や能力を育成する指導
　○運動の楽しさや喜びを味わうことができる授業の工夫改善に努める。
　○心と体を一体としてとらえた指導の充実を図る。
　○個に応じた指導や運動の学び方を重視し、指導と評価の充実を図る。

イ．地域や学校の特色を生かした指導
　○地域や学校の実態を踏まえた創意工夫のある指導計画を作成する。
　○豊かな自然環境を活かしたスポーツや地域に根ざしたスポーツを取
　　り入れるなど特色のある授業づくりに努める。

ア．学校全体での体力づくり
　○学校の教育活動全体を通じた特色ある体力づくりを推進する。
　○体力・運動能力調査を基に、「体力づくり推進協議会」等で課題を
　　明確にして、学校全体で積極的に体力向上を図る。

イ．家庭・地域と連携した体力づくり
　○学校・家庭・地域が連携して運動やスポーツに親しむ環境づくりに
　　努める。
　○体力・運動能力の実態を家庭・地域と共有し、自ら体力を高めるこ
　　とができる児童生徒を育成する。

ア．指導者の資質向上と地域との連携
　○各種講習会や研修会の一層の充実により、指導者の資質向上を図る。
　○体育の授業や運動部活動で、地域の専門的なスポーツ指導者の活用
　　を図る。
　○スポーツ団体やスポーツクラブとの連携を図り、学校の体育・ス
　　ポーツ活動を推進する。

イ　各種大会や研究活動等の充実
　○小学校体育連盟が主催する大会や研究活動の充実を図る。
　○中学校・高等学校体育連盟が実施する各種体育大会や強化事業等が
　　一層充実するよう育成・支援する。

①体育の授業の充実

②体力・運動能力の
向上

③スポーツ環境の整
備
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H20 学校教育指導の重点

３．「まなび」を通して、自立をめざす  

【特に重視すること】

◎「学び合い」を重視し、質の高い授業を行うことで、児童生徒の学力の向上を図る。
◎少人数の利点を意図的・積極的に生かした授業を創造する。
◎「教師 + αの教育力」を総合的に活用し、児童生徒の「まなび」の充実を図る。
◎学校での「まなび」が人間としての在り方・生き方に結びついていくという、キャリア教育の視点
　を踏まえた取組を進める。

	
ア．対話や体験を生かした授業の展開
　○対話や体験により、感覚を通して学ぶことを重視する。また、一人
　　一人の体験や見方・考え方の違いを大切にし、子どもたちの実感や
　　感動が行き交う「対話的」な授業によって、確かな学力の定着を図
　　る。

　○「教える」ことと「まなぶ」ことを両輪として、基礎的・基本的な
　　知識・技能と思考力・判断力・表現力を相互に関連させながらその
　　伸長を図る。

　○真面目に学習に取り組んだり、地域で多様な体験を積み重ねたりし
　　ている本県の児童生徒の特長を大切にし、粘り強く学習に取り組む
　　機会を設ける。

イ．「習得」「活用」「探究」を意識した指導方法の工夫・改善
　○教科で学ぶねらいを明確にした授業を行い、習得した知識・技能を
　　確実に定着させる。また、知識・技能を活用する学習を積み重ねる
　　ことによって、思考力、判断力、表現力を育成する。

　○教科の授業では、学習内容を確実に習得できるようにするため、多
　　様な学習場面で繰り返し学ぶことができるように指導方法を工夫す
　　る。

　○多様な情報の中から必要な情報を取り出し、それを根拠として自分
　　の考えを述べるとともに、相手の立場に立って話を聞くことができ
　　るような学習を充実させる。

　○総合的な学習の時間では、主に課題解決的な学習や探究活動に取り
　　組むことで学力の向上を図るとともに、学ぶことのよさを実感する
　　ことを大切にし、学習に対する意欲を育む。

①授業の質の向上
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H20 学校教育指導の重点

ウ．少人数教育のよさを意図的・積極的に生かした授業
  ○少人数学級や複式学級など、それぞれの学級規模や学習形態に応じ
　　て、学習方法や学び方を工夫した授業を行う。

  ○教科の特性やねらい、児童生徒の実態に応じてティームティーチン
　　グやコース別学習などの多様な学習形態を取り入れ、個に応じたき
　　め細かな指導を行う。

  ○地域や児童生徒の実態及び学習内容等に応じて、学習集団の人数を
　　弾力的に工夫することで、学習活動の質を高めることができるよう
　　なカリキュラムを作成する。

ア．みんなで学ぶことのよさを実感する「学び合い」の充実
　≪人や対象との出会いを生かした「学び合い」の充実≫

　○学校生活の中で、一人一人の考えが語られ、その考えが大切にされ
　　ることで学びが深まり、実感、感動、納得のある生活ができるよう
　　な学習集団を育成する。

　○一人一人が五感を使って夢中になって対象に働きかけ、自己と対話
　　しながら学びを深めることができる学習の場を位置づける。

　≪校種間、学校間連携等を生かした「学び合い」の創出≫

　○校種間や学校間の連携による学び合いを通して、人（相手）を深く
　　理解しようとしたり、感動体験をしたりする機会を設ける。

　○異学年交流のよさを積極的に生かした教育活動を教育課程に位置づ
　　ける。

イ．社会とのかかわりで学ぶことのよさを実感する「学び合い」の充実
　○体験活動などを通して社会との関わりで学ぶことによって、学ぶ実
　　感を確かなものにし、生涯学び続ける人としての土台を築く。

　○職業人、社会人、文化人の生き方に触れ、児童生徒一人一人が自ら
　　の在り方や生き方に向き合うような機会と場を設ける。

　○望ましい勤労観、職業観を育成するキャリア教育の視点を重視し、
　　指導の工夫・改善を図るとともに、職場体験やインターンシップな
　　どの教育的価値を高めるように実施方法、内容を工夫する。

②対話と感動が生ま
れる「学び合い」
の充実
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H20 学校教育指導の重点

ウ．特別な教育的ニーズに配慮した「まなび」の集団づくり
　○通常の学級に在籍する、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の
　　指導については、的確な実態把握のもとに、児童生徒が互いに認め
　　合い、支え合うことを実感する場を生かしながら学習集団づくりを
　　進める。

地域の人材や保護者に学ぶ活動の充実
　○伝統芸能・まつり・町づくり等を担う地域の方々の経験や人間的魅
　　力に触れる教育的価値を大切にして、地域の担い手と連携しながら
　　地域文化のよさに浸る学びを大切にする。

　○地域の専門家と連携し、教育課程に位置付けている、地域の自然・
　　歴史・文化の学習を見直し、児童生徒が地域に愛着と誇りをもつこ
　　とができるようにする。

　○保護者と「生きる力」の理念や学校がめざす子どもの姿を共有する
　　機会を設けることで連携を強めるとともに、保護者の考えや立場を
　　尊重し、一貫性のある教育を実現する。

　○保護者の参加により、児童生徒にとって教育的価値が高まると考え
　　られる活動を工夫することで、保護者の学校経営への参画を促す。

③児童生徒と地域の
人材、保護者とで
つくる学び
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H20 学校教育指導の重点

４．広い「かかわり」の中で社会力を高める

【特に重視すること】

◎家庭・地域等での豊かなコミュニケーションや様々な交流活動等の充実により、自他を尊重する思
　いを育てるとともに、「人とかかわる喜び」や「人のために役立つ喜び」を実感させる。
◎地域に伝わる文化や生活の知恵に触れる体験活動に取り組む中で、これらに積極的にかかわり、継
　承しようとする態度を育てる。
◎地域住民をはじめとする様々な人と「共に働き、共に創る」活動を推進する。

ア．自分と違う立場に立つ人や文化・歴史とのかかわりの充実
　○豊かなコミュニケーションにより、人とのつながりや心を通わすこ
　　とを体験させるため、自分と違う立場の人や文化・歴史との意図的・
　　計画的なかかわりを充実させる。
　○子どもが他者の考え方や生き方に触れたり、共感や切磋琢磨したり
　　するようなかかわりを工夫する中で、自己の高まりを実感すること
　　ができるようにする。

イ．「人とかかわる喜び」や「人のために役立つ喜び」を実感できる交
流活動等の充実

　○異年齢交流、異校種交流、地域間交流等の多様な交流活動を学校や
　　地域の実態に応じて実践し、「人とかかわる喜び」を実感させるこ
　　とにより他者への関心や愛着、信頼感を高める。
　○子どもが地域社会等の課題に気付き、その解決に向けて自分ができ
　　ることに取組む中で、「人のために役立つ喜び」を味わわせること
　　により、自尊感情や自己有用感を深めるともに社会奉仕の精神を醸
　　成する。

ア．「山形ふるさと塾」との連携
　○関係機関の支援を受け、地域に伝わる文化や風習、生活の知恵等を
　　継承する活動を推進することにより、子どもの地域に対する理解と
　　愛着を深める。

イ．地域による学校支援体制の確立・強化
　○教育の原点を家庭に置きながら、子どもを地域社会全体で健全に育
　　成するという考えに立ち、学校支援が一層充実したものとなるよう、
　　各学校と関係機関が連携してそのための体制の確立と強化に取組む。

ウ．「地域の学校」を意識した「共に働き、共に創る」活動の推進
　○「地域の学校」を意識した学校と地域の連携により、「共に働き、
　　共に創る」活動を推進する。

②社会力の高まりに
向けた地域との連
携

①社会力の高まりを
めざす交流活動の
充実
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Ⅱ ． 幼 稚 園 教 育 指 導 の 重 点

【特に重視すること】

◎幼児の主体性を大切にした遊びの中で、人とのかかわりや基本的生活習慣などの育成に必要な体験
　が得られるように指導方法の改善に努める。
◎家庭・地域社会・幼児施設や小学校との連携を図った教育課程を策定するとともに、地域の実情に
　応じた子育て支援の充実に努めるなど、幼児教育の推進に努める。	

	
ア．各園の特色を大切にした教育課程の推進
　○幼稚園教育要領の趣旨を十分に踏まえ、子どもがはじめて出会う学
　　校としての幼稚園の特色を生かした創意ある教育課程を編成・実施
　　する。

イ．開かれた幼稚園づくりの推進
　○「学校評価ガイドライン」等を参考に、各園の教育活動の状況を自
　　己評価し、その結果の説明・公表に努める。保護者や地域住民の声
　　も反映させながら改善と更新を進める。

ウ．信頼される教師の育成
　○幼児を内面から理解し総合的に指導する力や保育を構想する力につ
　　いて日々の教育活動の交流を通し、互いに切磋琢磨しながら専門性
　　を高める。

　○日常における園内の協力体制を重視し、全教職員を活かす機能的な
　　運営体制を確立する。

　○保護者や地域住民と心の通じ合う対話を心がけ、信頼される教師を
　　目指す。

エ．安心・安全な環境整備
　○遊具・用具、施設設備、身近な環境の安全点検を日常的に行い、幼
　　児の思いに添った安全な保育環境の整備に努める。

ア．遊びを大切にした教育の充実
　○教師の意図的な環境づくりにより、幼児の遊びを中心とした生活を
　　通し、一人一人に応じた総合的な指導を行う。

　○幼児の主体的な活動を促し、自己を十分に発揮させて遊ぶことを通
　　して、豊かな生活体験が得られるようにする。

①特色ある幼稚園経
営

②「生きる力」の基
礎を養う幼稚園教
育の推進
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H20 学校教育指導の重点

イ．人やものとのかかわりを通した「生きる力」の基礎の育成
　○他の幼児とのかかわりや動植物とのかかわりの中で自他の存在を認
　　め合いながら豊かな心を育む。

　○一人一人の理解をもとに、成功・失敗体験の機会をとらえ、「いの
　　ち」を大切にする心をはぐくむ指導を行う。　　

ア．教師の意図に基づいた計画的な環境構成
　○遊びの中で幼児が望ましい方向に向かって発達することができるよ
　　う、教育的に価値ある環境の構成に努める。

イ．協同的な活動の場の構成による、人とかかわる力の育成
　○人とかかわろうとする意欲や一歩ふみ出す勇気を支える教師との温
　　かい人間関係を大事にし、幼児が安心して取り組める環境構成に努
　　める。

　○他の幼児や教師と触れ合う中で、友達のよさや特性に気付き、その
　　違いを互いに認め合うことができるよう援助する。

ア．幼・保・小の一貫した教育の推進
　○カリキュラムの連続性を意識し、幼・保・小の滑らかな接続の観点
　　から、遊びを通した子ども同士の交流活動を充実するなど、教育内
　　容・指導内容の改善を図る。

  ○幼・保・小の相互参観や、一日保育体験、交流会等の実施により指
　　導者の交流を通して、幼児期・児童期の子どもの育ちや互いの保育
　　内容、教育内容について理解を深め、互いに指導の改善に生かす。

  ○幼・保・小の保護者や指導者が交流し、子どもの育ちや子育てにつ
　　いて情報交換する機会を通して、連携し合える関係づくりを図る。

イ．家庭や地域との一層の連携による、子育て支援機能の充実
  ○家庭との連携を一層強める中で、基本的生活習慣の育成や規範意識
　　の醸成など、子育て支援の充実に努める。

  ○家庭や地域社会と連携して、子育て支援の体制づくりを行うなど、
　　地域における幼児教育センターとしての役割を果たすことができる
　　ように努める。

　○保護者の相談に応じたり、情報を提供したり、保護者との登園を受
　　け入れたり、保護者同士の交流の機会を提供したりするなど、保護
　　者や地域の人々に機会や施設を提供する。
　

③環境構成の充実

④小学校、家庭・地
域との連携
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Ⅲ．特別支援教育の指導の重点

【特に重視すること】

 ◎ 小・中学校の校内支援体制の充実と、幼稚園・高等学校の校 ( 園 ) 内支援体制の整備を図る。
 ◎ 特別支援学校が各地域で担う特別支援教育のセンター的機能のより一層の充実を図る。
 ◎ 特別な教育的ニーズを把握した指導計画のもと、個に応じた指導の充実を図る。
 ◎ 校内の就学指導体制の整備を図りながら、適切で継続的な就学指導に努める。
 ◎ 相互理解を深め、社会性や豊かな人間性をはぐくむため、交流及び共同学習を推進する。
 ◎ 関係機関や保護者との連携を強化し、社会的自立に向けた進路指導の充実を図る。

	
ア．一人一人の教育的ニーズの把握
　○自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
　　一人一人の教育的ニーズを客観的に把握する。
イ．校内支援体制の整備と必要な支援の明確化
　○ 「学校（園）全体で取り組む支援体制づくり」（発行：義務教育課）
　　を活用しながら全校的な支援体制を整備し、一人一人に応じた支援
　　・指導計画を立案し、必要な支援や配慮を着実に行う。
ウ．個に応じた指導の充実
　○生活経験､ 興味関心､ 学習の理解状況等に基づく課題の設定、成就
　　感や満足感が得られる学習内容や教材教具の開発、学習環境の整備、
　　ティーム・ティーチングや学習集団の工夫に努め、充実を図る。
エ．就学指導体制の整備と教育相談活動等の充実
　○校務運営組織に就学指導委員会を位置づけ、就学後も継続した就学
　　指導を行うようにする。併せて、教育相談担当者の資質向上を図り、
　　教育相談・就学相談の充実に努める。
オ．交流及び共同学習の推進
　○障がいのある幼児児童生徒と障がいのない幼児児童生徒の双方の教
　　育的ニーズに応じた内容・方法を検討し、交流及び共同学習を、早
　　期から組織的、計画的、継続的に実施する。
カ．児童生徒主体の進路指導の充実
　○望ましい勤労観・職業観を育成するために、一人一人の実態に応じ
　　た体験活動の設定や働くことにつながる生活習慣の育成を図る。
　○自己理解を深め主体的に進路を選択できるよう、関係機関との連携
　　を強化しながら、適切な情報提供や相談、指導を計画的に行う。

ア．個に応じた適切な教育課程の編成と指導の充実
　○一人一人の障がいの状態及び特性、学習の進度等に基づく教育的
　　ニーズに応じた効果的な教育課程を編成する。
　○ＰＤＣＡサイクルによる継続的な授業の改善により、「個別の指導
　　計画」に基づく指導の充実を図る。
　○授業のねらいに応じた適切な指導体制の工夫、改善を図る。

① 一人一人の教育
的ニーズに応じる
特別支援教育の推
進

②特別支援学校にお
ける指導の充実
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　○社会的自立のための資質や能力を育てるため、入学から卒業まで一
　　貫性のある教育課程を編成する。
イ．関係機関等と連携した支援の充実
　○医療､ 福祉､ 労働等の関係機関や家庭等との連携による適切な教育
　　的支援を効果的､ 継続的に行うため、「個別の教育支援計画」の活
　　用を図る。
ウ．障がいの重度 ･重複化及び多様化に対応するための教師の専門性向上
　○一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導を行うことができるよ
　　う計画的に研修を実施し、教員の専門性の向上に努める。
エ．地域における特別支援教育のセンター的機能の充実
　○地域におけるネットワークの中核として、幼・保、小・中・高校の
　　ニーズに応える支援を行うとともに関係機関との連携を深める。
　○特別支援学校間の連携による支援体制の構築を図る。

ア．教員の意識改革
　○特別支援教育の推進に向け、人に頼む姿勢から一人一人の教員が自
　　ら取組み、かかわる姿勢へ転換する。指導の際は、「クラスででき
　　る支援ヒント集」（発行：義務教育課）等を活用していく。
イ．校 (園 ) 長のリーダーシップと学校全体で対応する校内支援体制の
整備と充実

　○全教職員の共通理解を図り、特別支援教育コーディネーターを核と
　　した校内支援体制を整備、充実する。
　○日常的に情報交換を行うとともに、実態把握や具体的な支援等につ
　　いて協議する「校内委員会」の機能を高める。
ウ．自尊感情、達成感を大切にした指導や学級経営の工夫
　○児童生徒がともに達成感が味わえるような活動の場を設定すること
　　で自尊感情を育み、さらに二次的な障がいを防ぐよう努める。
　○集団の中で個が生きる学級経営の工夫 ･ 改善をより一層進める。
エ．学校 (園 ) 間の確実な引き継ぎ､ 関係機関等との連携による指導の充実
　○幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の間
　　で一人一人の目標や支援に係る情報を引継ぐ等して連携を図る。
　○巡回相談員や関係機関との連携を図り、指導の充実に努める。

ア．適切な教育課程の編成
　○「特別の教育課程」の編成や通級による指導の趣旨・制度上の位置
　　づけ等についての理解を深め、一人一人の教育的ニーズに応じた適
　　切な教育課程の編成を行う。
イ．指導の継続性
　○一人一人の児童生徒理解に基づく学級経営案や長期的・系統的な視
　　点で作成する年間指導計画、関係者との連携により策定する「個別
　　の教育支援計画」、「個別の指導計画」を活用した指導と評価により、
　　入学から卒業まで一貫した教育を行う。
ウ．担任・担当との連携
　○通級による指導担当者と児童が在籍する学校や学級担任との連携を
　　密にし、指導計画、指導経過などについての共通理解を図る。

③通常の学級（幼稚
園、小学校、中学
校、高等学校）に
おける指導の充実

④特別支援学級、通
級による指導（通
級指導教室）にお
ける指導の充実
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Ⅳ．各教科・領域等の指導の重点
＜小・中学校＞
　各学校において、新学習指導要領における「生きる力」の理念の実現にむけて、自校のこれまでの
課題を解決する教育活動となるよう創意工夫を生かした教育課程を編成する

１　心の通い合いの中で「いのちの教育」を推進する教育課程の編成・実施
　①基礎的基本的な知識・技能の習得及びそれらを活用する学習活動を充実させ、思考力・判断力・
　　表現力等の確かな学力を育む。
　②教育活動の中に感動を得たり協働の意識をもったりする体験を積極的に取り入れ、そこで個々が
　　感じたことや考えたことなどを言葉等で表現し合うことで、さらに質の高い学習が展開されるよ
　　うな単元構成を創造工夫する。
　③一人一人が自分なりの意見や考えなどを持ち寄りながら、共に心を通わせて学び合うことのよさ
　　を実感できる学習活動を工夫する。

２　少人数を生かした授業改善
　①少人数学級や複式学級、少人数指導等、それぞれの学習集団に応じた指導方法を工夫改善する。
　②教科の特性やねらい、児童生徒の実態に応じた少人数授業が生きる指導計画を工夫する。
　③自ら課題追究していく指導方法を工夫し、学ぶ楽しさ・意味を実感させ、学ぶ意欲を高める。
　④児童生徒の発達段階に応じた方法を工夫しながら学ぶ習慣を身につける。

３　個に応じた指導と評価の一体化
　①評価規準を明確にし、指導計画と評価計画の一体化を図ることにより、１時間１時間毎の評価が
　　充実するように単元計画を作成する。
　②児童生徒の変容を見取り、評価を指導に生かすよう工夫する。
　③評価の信頼性・客観性の維持・向上のために、評価に関する研修を通して専門的力量を高める。
　④指導方法を改善するために事前・事後の研究会等の活性化を図る。

１　生きる力をはぐ
　　くむ全体計画の
　　創造

◎他者や社会とのかかわりの中で自己の生き方を考える。
◇「付けたい力」の系統性を明確にした「全体計画」の吟味
◇学校の実態に応じた年間指導計画の改善
　○各教科、道徳、特別活動等との相互の関連の明確化
　○発達段階に応じた４年間（小）及び３年間（中）を見通した資質・能力、
　　内容の明確化

２　個々の学びを深
　　める適切な指導

◇課題に応じた多様な学習活動の展開
◇全教職員の共通理解を踏まえた指導体制の工夫
◇児童生徒の安全確保や衛生面への配慮

３　評価の工夫 ◇明確なねらいのもとに個々のよさや可能性を引き出す評価の充実
◇指導に生かす評価の工夫

総合的な学習の時間
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１　伝え合う力をは
　　ぐくむ年間指導
　　計画の改善と活
　　用

◇テキストや情報を根拠として、自分の考えを述べる力を高める場を意図的
　に位置づけた年間指導計画の作成
◇単元ごとのねらいを重点化し、国語の力の調和的な育成を図る年間指導計
　画の改善
　○２学年のまとまりを見通し、単元内での領域相互の関連を考慮した計画
　○単元重点一覧表等の活用による年度中の計画改善
◇指導に生きる評価の工夫
　○付けたい言語能力の明確化・具体化
　○前の学習の評価結果を反映した単元構想

２　伝え合う力を高
　　める授業の創造

◇各領域をとおして、伝え合うことで学びを深める授業づくりに努める。
◇話すこと・聞くこと
　○発達段階に応じた「話す・聞く」能力を明確にし、具体的な目標と手立
　　てを、単元に位置付けた学習指導
◇書くこと
　○文章表現様式に応じて、相手や目的を明確にして書く学習指導
◇読むこと
　○自分の考えを持ち、「読み」を伝え合う学習指導

３　言語事項の指導
　　の充実

◇各領域の指導における言語事項の指導
◇文字を正しく整えて書き、生活に役立てることができる書写指導

４　読書指導の充実 ◇授業における読書指導の充実
◇国語科を核として、教育課程全体を見通した読書力の育成

１　指導計画の改善 ◇学習指導要領の趣旨を踏まえた地域のよさを生かした特色ある年間指導計
　画
◇一単位時間のねらいを明確にした単元指導計画

２　「調べて考える
　　社会科」の充実

◇調べたことを生かし、「何をどう考えさせるか」を大切にする授業
　○比較・関連・総合等の考える視点の明確化
◇事例を通して学び方を学ぶ授業
◇児童生徒の主体的な学習を促す授業
　○作業的・体験的な学習や問題解決的な学習の充実
　○自分の考えを的確に表現する多様な場の工夫

３　指導に生きる評
　　価の工夫

◇一単位時間における付けたい力の明確化と適切な見取りによる支援
◇継続可能な評価の工夫と評価記録の累積・活用

国 語

社 会
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１　指導計画の改善
　　工夫と充実

◇内容の系統性、単元のねらい、児童生徒の実態を踏まえた指導計画の改善
　工夫
◇「関心・意欲・態度」、「数学的な見方や考え方」、「表現・処理」、「知識・理解」
　の４観点の中から付けたい力を重点化した指導計画の充実
◇「課題学習」の指導計画への適切な位置づけと、「選択数学」の指導計画
　の充実（中）

２　算数的活動・数
　　学的活動による
　　基礎・基本の確
　　実な定着

◇問題解決的な学習やねらいを明確にした算数的活動・数学的活動を取り入
　れた学習の工夫
◇算数・数学を学ぶことの意味や有用性を児童生徒が実感できる指導の工夫
◇身に付けさせたい基礎・基本（４観点からとらえた数学的な資質・能力と
　して）の明確化

３　数学的な思考力
　　・表現力を育て
　　る指導

◇根拠を明らかにして考え、それを伝え合い学び合いながら、数学的な思考
　力・表現力を育てる指導の工夫
◇個の学びの充実を図り、主体的な学び合い活動を促す指導の工夫
◇学習のねらいと児童生徒の実態に応じた少人数指導の充実

４　指導に生きる評
　　の工夫

◇４観点を意識した評価問題の作成・実施・分析による授業改善の推進
◇評価規準に基づいた児童生徒の学びの状況の的確な把握と、評価を生かし
　た適切な支援の充実
◇付けたい力を明確にした評価方法の吟味による評価の信頼性の一層の向上

１　問題解決能力を
　　育てる指導計画
　　と評価の工夫・
　　改善

◇地域、学校や児童生徒の実態を踏まえた年間指導計画の改善
　○地域の自然環境 ･ 施設等の教材化と指導計画への積極的な位置づけ
◇課題解決の順序や内容・方法等が選択でき、児童生徒の思いや思考の流れ
　に沿った単元構成の工夫
◇指導計画に基づいた評価の具体化と評価方法の工夫
　○指導計画をふまえた本時の評価規準の具体化
　○「自然事象への関心・意欲・態度」、「科学的な思考」の評価方法の工夫

２　科学的な思考力
　　・表現力を育成
　　する学習活動の
　　推進

◇児童生徒の主体的な問題解決の活動を保障する指導過程の工夫
　○一人ひとりに、見通しや目的意識を持たせる指導の工夫
　○指導のねらいを明確にし、教材の本質にふれる指導の工夫
　○観察、実験の結果を整理し、考察する学習活動等の充実
◇感じ・考え・実感し「分かる・できる」学習活動の展開
　○身近な自然や日常生活とのかかわりの重視
　○ものづくりの充実や児童生徒の主体的な課題・項目選択の実施

３　学習環境の整備
　　と積極的な活用

◇児童生徒の学ぶ意欲を高める魅力ある理科室の環境整備
◇ＩＣＴの効果的な活用
◇地震や火災への対策と法令に基づく適正な薬品等の管理と安全指導の徹底

算 数 ・ 数 学

理 科
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H20 学校教育指導の重点

１　人や社会、自然
　　とのかかわりを
　　大事にした指導
　　計画の工夫

◇「進んで学ぼうとする力〈学習上の自立〉」「かかわり合う力〈生活上の自立〉」
　「学習を（自分を）振り返る力〈精神的な自立〉」の育成を図る２年間を見
　通した指導計画の改善
◇他教科・道徳等との関連（合科を含む）を図った指導計画の工夫
◇児童の思いや願いを実現させるゆとりある活動や体験・表現の重視

２　全校体制による
　　学習環境の整備

◇校内学習環境の整備
　○生活科コーナーや飼育・栽培環境、自然環境の整備
◇地域教材の開発と整理　
　○地域の人々等との連携による教材開発
　○教材の整理と資料の蓄積

３　指導に生かす評
　　価の工夫

◇児童の姿をイメージした具体的な評価規準による適切な見取りと支援
　○児童の生活経験、思いや願いの把握と評価の視点の明確化
　○自分の成長を実感できるような支援
　○支援後の活動の深まり ･ 広がりの見届け　

４　生活上必要な習
　　慣や技能の習得

◇学習の展開に即した、具体的な場面での適切な指導
　○内面的な理解を伴った習慣や技能の習得を図る継続的な指導

１　豊かな心の育成
　　や音や音楽に対
　　する感性の育成
　　を図る活動の展
　　開

◇音楽の美しさや楽しさを実感し、感動ある授業の展開
◇幅広く多様な音楽に触れ、様々な文化のよさを感じ取る音楽活動の展開
◇個々の音楽的な創意を生かした活動の展開や形態の工夫
◇個々の感じ方のよさを生かし、かかわり合いを大切にした活動構成や教師
　の指導と支援の工夫

２　基礎的・基本的
　　能力の確実な定
　　着と伸長を図る
　　題材の構成や指
　　導の工夫

◇各学年で育成すべき音楽的な資質や能力と指導内容のつながりを明らかに
　し、情意面と技能面のバランスを考慮した授業改善
◇１単位時間のねらいの明確化と、個に応じた指導の充実
◇指導と評価が一体化した音楽科の授業に向けての工夫・改善
◇電子楽器や ICT の積極的な活用を図り、ねらいに応じた多様な音楽活動
　を展開し、児童生徒の主体的な学びを引き出す指導と評価の工夫

３　学習指導要領の
　　趣旨に沿った年
　　間指導計画の工
　　夫と改善

◇歌唱、器楽、創作、鑑賞の指導内容に著しい偏りがなく、指導内容の関連
　性を意識したバランスのよい年間指導計画の工夫改善
◇題材のねらいや指導時数に応じた、教材の選定や開発    
◇児童生徒や学校の実態に応じた年間指導計画や題材構成の工夫・改善 
◇教科（必修・選択）における指導の関連や他教科等と音楽的行事との関連
　を考慮した計画の工夫と改善
◇新学習指導要領の趣旨に沿った年間指導計画作成のための研修の充実

生 活 科

音 楽
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H20 学校教育指導の重点

１　様々なかかわり
　　をとおして豊か
　　な情操をはぐく
　　む指導計画の工
　　夫

◇学習指導要領の趣旨を踏まえた年間指導計画（年間評価計画）の充実
　○６か年を見通し、低・中・高ごとのまとまりのある指導計画の吟味（小）
　○領域相互の関連を図った指導計画の調和ある配列（中）
　○人やもの、環境や社会等とのかかわりを大事にした指導計画の工夫
　○「表現」の各内容を関連付けたり、一体的に扱ったりする工夫
　○自分なりの意味や価値を創りだしていく鑑賞の指導の重視

２　指導の工夫と基
　　礎的な造形能力
　　の育成

◇児童生徒の創造的な表現を引き出す指導の工夫
　○児童生徒の実態に即した、多様な発想や表現が可能な題材開発
　○発達段階に照らした｢造形遊び｣の充実（小）とスケッチの継続的指導（中）
　○題材への興味を喚起し個々の発想を広げ、表したいことを見つけさせる導入
　○表現意図に合わせて材料や表現方法を選択できる授業の展開
◇児童生徒の表現意図に沿い、指導に生きる共感的な評価
　○表現の過程を大事にした評価と個に応じた指導の重視
　○児童生徒の取組のよさを共感できる場の設定
◇文化・人間理解を深める鑑賞指導の工夫
　○知的、感性的な理解を深めながら学習する鑑賞教材の開発
　○表現と一体化して児童が自分らしい感じ方と見方でとらえる鑑賞の工夫（小）
　○見方を深め、自分の生き方とのかかわりでとらえる鑑賞の工夫（中）
◇美的情操の育成を図る創造的な環境づくり
　○児童生徒作品の展示等、日常的な展示スペースの設置

１　運動の楽しさや
　　喜びが味わえる
　　年間指導計画の
　　改善・充実

◇学習指導要領「内容の取扱い」に即した適切な授業時数の配当
◇子どもや地域の実態をとらえた単元を重点化した年間指導計画の作成
◇運動の系統性を見通した６年間の計画（小学校）
　○基本の運動・ゲームから各内容への系統性
　○２学年のまとまりとしての系統性
◇選択の広がりを見通した３年間の計画（中学校）

２　一人一人が主体
　　的に取り組む学
　　習活動の推進

◇心と体を一体としてとらえた指導の工夫
◇動く楽しさ、わかる楽しさ、できる楽しさ、伸びる楽しさ、関わり合う楽
　しさを十分に味わえる授業づくり
◇発達段階に応じて、高める体力を意識した指導の工夫
◇めあて（課題）の持たせ方と解決のための活動の工夫、場づくりの工夫
◇指導方法の改善や個に応じた指導につながる評価方法の工夫や評価活動の充実

３　実践力を育てる
　　保健学習の工夫

◇保健学習のねらいや子どもの実態を的確にとらえ、保健指導と関連付けた
　指導計画の工夫
◇興味・関心を生かし、主体的に課題の解決が図られる多様な学習過程の工夫
　○身近な健康や安全に関わる問題からの課題づくりの工夫
　○ロールプレイング・実験・実習などを通した実践的理解を深める指導方
　　法の工夫
　○専門性を有する教職員等との連携による指導

図 画 工 作・ 美 術

体 育・ 保 健 体 育
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H20 学校教育指導の重点

１　地域や学校、児
　　童生徒の実態に
　　合わせた指導計
　　画の改善

◇学習指導要領の趣旨を踏まえた指導計画、評価計画の改善
　○付けたい力の明確化（題材ごと、授業時間ごと）
◇生活との関わりを重視した題材構成と学習内容の吟味
◇社会の動向に対応した情報教育・食育・消費者教育・環境教育に関する指
　導の推進

２　よりよい生活を
　　創造する能力と
　　態度を育てる指
　　導の充実

◇実践的・体験的な学習の充実と問題解決的な学習の推進
◇個に応じた指導の充実
　○一人一人の思いや課題、学習進度へのきめ細かな対応
◇指導に生きる評価の充実
　○個々の能力や可能性を伸ばす評価
　○学習過程における評価を生かした指導

３　施設設備の管理
　　と安全・衛生教
　　育の徹底

◇施設・設備、教材・教具などの計画的整備及び適切な管理
◇情報モラル指導の充実
◇道具、機器等の適切な使い方及び食中毒防止等の安全・衛生教育の徹底

１　年間指導計画の
　　改善

◇年間指導計画の見直しと活用
◇他とのかかわりを重視した言語活動の工夫
◇生徒の実態に応じた学年目標の設定

２　実践的コミュニ
　　ケーション能力
　　を育てる授業の
　　工夫

◇学習の見通しのもてる単元構成の工夫と生徒との共有
◇コミュニケーションの成立を実感できる言語活動の工夫
　○英語の使用量を増やした授業の構成
　○十分な練習のもとに、必要感・臨場感をもって進める言語活動
　○各領域が有機的につながるように配慮した言語活動
◇指導と評価の一体化
　○各時間の指導目標の重点化と確実な評価の実施
　○評価結果に応じた効果的な支援と授業改善のフィードバック
◇個に応じた指導の充実
　○各学習形態の利点を有効に生かす指導方法の工夫

３　ALTとの効果的
　　なティーム・ティ
　　ーチングと国際
　　理解教育の推進

◇ ALT との効果的なティーム・ティーチングの実施による「コミュニケー
　ションの成功体験」「生きた英語の学習」の機会の充実
◇英語の学習を通じての自国や外国の生活や文化に対する興味・関心の喚起

家 庭　 技 術・ 家 庭

外 国 語
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H20 学校教育指導の重点

１　コミュニケーショ
　　ンやかかわりを
　　大切にした道徳
　　教育の推進

◇教師と児童生徒及び児童生徒相互の温かい人間関係の確立
◇相互の連携や交流を図るための協力体制づくりの強化
　○保護者や地域の人々の積極的な参加・協力と共に学ぶ場の設定

２　全体計画・指導
　　計画の活用と改
　　善

◇学校の特色を生かした目標の設定及び実態に応じた内容項目の重点化
◇各教科・領域等における道徳的側面の把握と道徳性の育成
◇道徳教育の日常化
　○ ｢心のノート｣ の積極的な活用
◇実働性のある全体計画の更新と改善についての共通理解

３　道徳教育の要と
　　しての道徳の時
　　間の充実

◇年間指導計画に基づく授業の確実な実践
◇確かな児童生徒理解に基づく授業改善
◇道徳の時間のねらいを明確にした指導方法の工夫
　○発問の吟味とじっくり考えて語り合う時間の確保
　○心に響き、心が動く資料の選択・開発と活用
　○日常的な体験や体験活動などを生かす多様な指導
◇魅力的な道徳の授業をつくるための協力体制の工夫　
　○校長や教頭をはじめ他の教職員師等も積極的に参加する協力的な指導

１　全体指導計画、
　　学年・学級にお
　　ける指導計画の
　　改善

◇児童生徒、学校や地域の実態に応じた特色ある指導計画の改善
　○各活動のねらいや意義の確認と重点化
　○各教科、道徳、総合的な学習の時間との関連
　○各学年の発達の段階に応じた系統的・発展的な指導
　○学級経営の充実に向けた、計画的な学級活動の実施

２　一人一人のよさ
　　の伸長

◇個の確立に向け、生徒指導の機能を生かした望ましい集団の育成
◇自尊感情の育成と、自他の個性の尊重を基本においた人間関係の育成
◇キャリア教育の推進による、将来の夢や希望を育てる生き方指導の充実

３　自発的・自治的
　　活動の充実

◇児童生徒の発想と創意が生きる主体的な集団活動の工夫
　○ねらい達成に向けた、きめ細かな事前・事後指導
　○話合い活動の充実による、諸問題に主体的に関わる態度の育成

４　心を豊かにする
　　体験・交流活動
　　の充実

◇体験・交流活動における付けたい力の明確化
◇所属感と連帯感を深め、社会力を育てる望ましい集団活動の推進
◇地域の人材（人財）・社会教育施設などとの積極的な連携と活用

５　指導や活動に生
　　かす評価の工夫

◇評価の観点を指導計画に明確に位置づけ、集団の高まりや個のよさを伸ば
　す評価の推進
◇実践を通した指導内容・方法・体制などの評価と改善

道 　 徳

特 別 活 動
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H20 学校教育指導の重点

２．高等学校
　本県高校教育の目標である「高い志と挑戦する心をもち、自己実現を図る人間の育成」と「郷土に
誇りと愛着をもち、地域社会・産業の発展を担う人間の育成」を踏まえながら、学習指導要領の趣旨
に基づき、「心の教育」と「豊かで確かな学力」の向上を柱とする学校の個性化と生徒の主体性等の
育成に努めていただきたい。
　なお、その際には、学校教育法の改正の趣旨を踏まえ、信頼される開かれた学校づくりの観点より、
学校評価と情報公開の取組についても積極的に進めることが肝要である。

１　教育課程編成の原則
　　人間として調和のとれた生徒の育成をめざし、地域・学校、課程・学科の特色等に十分配慮しな
　がら、学習指導要領に基づく適正な教育課程を編成・運用し、自ら学び自ら考える力の育成、基礎
　的・基本的な内容の確実な定着、個性を生かす教育の充実に努める。

２　道徳教育
　　学校の教育活動全体を通じて人間としての在り方生き方に関する教育を行うことにより、人間尊
　重の精神や、自然など人知を超えた存在に対する感謝・畏敬の念などの豊かな心、公共・社会奉仕
　の心とともに社会の中で主体的に生きる態度を育む。

３　体育・健康に関する指導
　　学校の教育活動全体を通じて、体力の向上はもとより心身の健康の保持増進に関する指導を適切
　に行い、生涯を通じて健康かつ安全で活力ある生活を送るための基礎を培う。

４　キャリア教育
　　キャリア教育の視点から各教科・科目、特別活動及び「総合的な学習の時間」等教育活動全体の
　再点検を行い、健全な勤労観、職業観や学習への知的好奇心を醸成するような教育活動を展開する
　ことにより、自己を理解し、主体的に進路を選択する能力や態度を育む。

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇各学校の実態や教育目標に即した指導目標の設定と、「付けたい力」や評
　価の観点を明確にした年間指導計画の作成

２　指導法の工夫・
　　改善

◇基礎・基本の確実な定着を図りながら個性を生かす指導の充実
◇自分の考えを持ち、論理的に考えたり、的確に表現し伝えたりする能力の
　育成
◇一人一人の見方・考え方を大切にした、言語コミュニケーション能力を育
　む指導の工夫
◇実際の言語活動に即し、言語事項を機能的に学ぶ指導の工夫
◇生涯にわたって古典に親しむ態度の育成
◇課題探求的な学習活動の推進
◇読書活動の推進と、学校図書館、新聞等を活用した指導の工夫

３　評価の改善 ◇評価の観点及び趣旨に基づいた評価方法の研究
◇指導に生きる評価の実践

国 語
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇主題追究的な学習を確保できる年間指導計画の作成
◇指導と評価の一体化を図るための単元の目標を骨格とした年間指導計画の
　作成

２　指導方法の工夫
　　・改善

◇思考力・判断力と資料活用の技能、表現力の育成
　○思考力を育成する教材の構成と提示の工夫
　○資料活用の技能や表現力を育成する諸資料の活用
　○思考力を深めるための発問・学習活動の工夫
◇学習意欲を高める工夫
　○視聴覚機器、コンピュータ等の活用
　○主体的な学習を促すための多様な指導方法の導入
　　（発表、討論、作業的・体験的な学習、調べ学習など）
　○生徒個々の状況を把握し、生徒の実態に即したきめ細かい指導方法の確立
　○歴史的・地理的事象に関心をもち、意欲的に追究する態度の育成を図る
　　ための主題を設定した学習の重視
　○身近な地域を教材として活用する工夫

３　評価の改善 ◇思考力を深めるための評価方法の開発
◇多様な評価を行うための考査問題の工夫

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇主題追究的な学習を確保できる年間指導計画の作成
◇指導と評価の一体化を図るための単元の目標を骨格とした年間指導計画の
　作成

２　指導方法の工夫
　　・改善

◇思考力・判断力と資料活用の技能、表現力の育成
　○現代を生きる人間としての存在や価値についての理解と思索を深める学
　　習の工夫
　○思考力を育成する教材の構成と提示の工夫
　○思考力を深めるための発問・学習活動の工夫
◇資料活用の技能や表現力を育成する諸資料の活用
◇学習意欲を高める工夫
　○コンピュータの活用や新聞記事の利用など、身近なものの教材化による
　　動機づけ
　○主体的な学習を促すための多様な指導方法の導入
　　（発表、討論、作業的・体験的な学習、調べ学習など）
　○生徒個々の状況を把握し、生徒の実態に即したきめ細かい指導方法の確立
　○現代社会の諸課題と人間としての在り方生き方について考える力を育成
　　するための課題を設定した学習の重視
　○租税、年金等の学習における関係機関との連携

３　評価の改善 ◇思考力を深めるための評価方法の開発
◇多様な評価を行うための考査問題の工夫

地 理 歴 史

公 民
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇生徒の実態を踏まえ、３年間を見通した年間指導計画の作成と改善
　○中学校の学習内容との一貫性、教材の系統性への配慮
　○学習指導要領に基づく科目の目標を踏まえた指導内容の精選と重点化
◇基礎・基本事項の共有化と、全体を見通した上での内容の工夫・改善

２　指導方法の工夫
　　・改善

◇基礎・基本事項の定着と思考力・判断力・直観力を育成する指導方法の工
　夫・改善
　○到達目標の明確化、個に応じた補充・深化の手立て
　○身近な事例の中に潜む数学のよさ・有用さの認識と、それらを積極的に
　　活用しようとする態度の育成
　○生徒の関心・意欲の醸成、自身の個性や能力の発見、学習成果の発表や
　　討論の場面の設定など、主体的に学習に取組めるような「分かる授業」
　　の工夫
◇一人一人を伸ばす指導の工夫・改善
　○習熟度等に応じた多様な指導形態の効果的な実践
　○場面に応じた習熟度別学習、個別学習、ＴＴなどの効果的な実践
　○学習の遅れがちな生徒の早期発見と対応

３　評価の改善 ◇指導過程における評価方法の工夫と実践
　○単元ごとの４つの観点別評価に基づいた評価規準の研究と評価方法の工夫
◇授業研究の実施と協議
◇教科会の充実
　○指導法の研究、各種考査等の分析、情報の共有化

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇３年間を見通した指導計画の作成
　○自然の事物や現象に対する直接体験と疑似体験の調和のとれた組入れ
　○探究活動や課題研究の組入れ

２　指導法の工夫・
　　改善

◇科学への興味・関心の喚起
　○科学と日常生活との関連付け
　○探究心や創造性を刺激する教材・教具の工夫
　○コンピュータや視聴覚機器等の積極的な活用
　○企業や高等教育機関との連携による先端科学の体験
◇自然に関する直接体験の一層の重視
　○自然の事物や現象に直接触れる観察・実験の実施
　○野外学習や校外施設等を利用した学習の実施
◇主体的な学習活動の促進
　○探究活動や課題研究の実施
◇表現力の育成
　○レポート作成・プレゼンテーションの指導

３　評価の改善 ◇関心・意欲・態度の評価
◇指導と評価の一体化

４　学習環境への配
　　慮

◇設備等の整備・充実
　○観察・実験設備の計画的整備
　○科学・技術関連図書の充実
◇安全管理
　○薬品等の適正な管理
　○観察・実験における安全管理

数 学

理 　 　 　 　 科
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H20 学校教育指導の重点

１　「学校における
　　体育・健康に関
　　する指導」との
　　関連を図った年
　　間指導計画の改
　　善・充実

◇地域や学校及び生徒の実態、中学校における指導との関連等を十分考慮し、
　３年間（保健は２年間）を見通した年間指導計画の作成
◇体力の向上や健康の保持増進を図るための年間指導計画の工夫
◇他の教科や総合的な学習の時間、特別活動、運動部の活動など学校の教育
　活動全体との関連を十分考慮した年間指導計画の工夫

２　生涯にわたって
　　運動に親しむ資
　　質や能力の育成
　　を目指した体育
　　学習の充実

◇運動技能を高め運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるよう、生徒
　の能力・適性、興味・関心等、実情を踏まえた単元指導計画の作成
◇心と体を一体としてとらえた指導の工夫と生徒が自ら思考・判断し主体的
　に課題を解決する学習活動の充実
◇個に応じた指導や運動の学び方を重視した指導の工夫
◇公正・協力・責任などの態度やコミュニケーション能力を育てる指導の工夫
◇指導と評価の一体化を図った評価方法の工夫と評価活動の充実

３　学習方法や評価
　　方法を工夫し、
　　実践力の育成を
　　目指した保健学
　　習の充実

◇生徒の実態に応じた学習内容の重点化を図り、内容のまとまりを重視した
　単元指導計画の作成
◇適切な意志決定と行動選択ができるような多様な学習方法の工夫
◇指導と評価の一体化を図った評価方法の工夫と評価活動の充実
◇専門性を有する教職員等との連携による保健学習の展開

１　表現や鑑賞の能
　　力を高める適切
　　な年間指導計画
　　の作成及び指導
　　法と評価活動の
　　改善・充実

◇生徒の実態に即し、主体的で創造的な学習活動を展開できる年間指導計画
　の工夫・改善
◇個々の生徒の能力・適性、興味・関心等に応じた適切な課題の設定と、教
　材の厳選及び指導と支援の充実
◇ねらいに応じて表現方法や表現形態を工夫した音楽学習の展開
◇郷土の音楽や我が国の伝統音楽の重視及び中学校における指導との系統性
　に考慮した和楽器を活用した指導の充実
◇題材毎の評価規準の作成と、指導と評価の一体化を図った指導法の工夫・
　改善

２　音楽による感動
　　体験の重視と生
　　涯学習につなが
　　る音楽学習の充
　　実

◇音楽のよさや美しさを十分に感じ取らせる機会の充実
◇表現、鑑賞活動を通して基礎・基本の確実な定着を図る指導と評価の工夫
◇生徒の主体的な学びを大切にして個性や感性を引き出し、表現と鑑賞の能
　力を高める指導・支援の充実

保 健 体 育

芸 術 － 音 楽



31

H20 学校教育指導の重点

１　美術・工芸の特
　　質を踏まえた年
　　間指導計画と評
　　価計画の充実

◇生徒の実態に即し、特質（科目性）を踏まえた魅力ある年間指導計画の改善
　［美術・工芸の科目性］
　　○美的・造形的表現、創造としての美術・工芸
　　○文化・人間理解、コミュニケーションとしての美術・工芸
　　○心の教育としての美術・工芸
◇鑑賞の重視及び表現との調和
◇学習指導要領に準拠した指導計画と評価計画の作成
　○評価の４つの観点から授業のねらいを明確にし、ねらいとする資質・能
　　力の効果的な育成を図る指導と評価の工夫・改善
　○題材毎の評価規準の作成と評価方法の工夫・改善

２　主体的な表現活
　　動・鑑賞活動を
　　盛んにし、生涯
　　にわたり美術・
　　工芸を愛好する
　　心情と豊かな情
　　操を育てる指導
　　の充実

◇生徒一人一人のイメージやよさを生かした表現と鑑賞の指導の工夫・改善
◇感じ取り、思考する力を育む表現と鑑賞の指導の工夫
◇表現と鑑賞の関連を図り、相互に高める指導の充実
◇地域や我が国の伝統文化を取り入れた題材の開発
◇我が国及び諸外国の美術文化や表現の特質などの理解、作品の見方を深め
　る鑑賞の指導の充実
◇映像メディア等ＩＣＴを活用した題材の開発と指導の工夫
◇学習内容が確実に定着する指導と評価の一体化
◇学習過程を大切にした評価と個に応じた指導の重視

１　書の表現と鑑賞
　　の能力を伸ばす
　　ための適切な年
　　間指導計画の作
　　成

◇小・中学校国語科の書写との関連・接続に配慮し、生徒の書写能力や鑑賞
　力を踏まえた指導計画の作成
◇表現と鑑賞の関連を図り、ゆとりある学習活動が展開できる指導計画の作成
◇生徒一人一人の感性を育むとともに、個性を生かして創造的な学習活動が
　できるような指導計画の作成

２　主体的な表現活
　　動・鑑賞活動を
　　盛んにし、書を
　　愛好する心情と
　　感性を育てる指
　　導の充実

◇学習過程を重視し課題解決を支援する指導の展開と、生徒の自己評価能力
　を高める指導の充実
◇生徒一人一人の自発性と個性を大切にし、生徒が主体的に書の美しさや技
　法を学び取る指導の充実（表現）
◇書の美しさと表現効果、時代、風土、筆者の個性などとの関連性に目を向
　けさせながら、生徒の感性を育成する指導の充実（鑑賞）
◇指導と評価の一体化が図られる評価方法の工夫

芸 術 ― 美 術・ 工 芸

芸 術 ― 書 道
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇国際化に対応した英語が話せる人材の育成
◇各学校の教育ビジョンに基づいた外国語科の指導目標の設定
◇目標達成に向けた具体的な指導内容と評価方法の吟味と明示

２　指導方法の工夫
　　・改善

◇効果的なコミュニケーション活動の工夫
　○生徒及び教員の外国語を最大限使用したコミュニケーション活動
　○４技能を有機的に関連づけたコミュニケーション活動
　○精選された言語材料によるコミュニケーション活動
　○成就感や学ぶ楽しさを味わうことができるコミュニケーション活動

３　評価の改善 ◇指導と一体化した評価の工夫
　○４つの観点別の評価規準と評価基準の明確化
　○評価方法の多様化
◇英語検定やＴＯＥＩＣ等の外部試験の奨励

４　外国語指導助手
　　の活用と国際教
　　育の推進

◇授業及びその他の教育活動における外国語指導助手の活用の工夫
◇外国語指導助手や情報通信ネットワークを活用した国際教育の充実

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇小学校・中学校及び他教科の学習内容との関連への配慮
◇学校や地域、生徒の実態への配慮
◇食育・少子高齢・科学技術などの進展や消費者環境問題等に対応する学習
　内容の導入
◇食分野や保育分野の指導の一層の充実
◇ホ－ムプロジェクト、学校家庭クラブへの発展

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇個に応じた指導の工夫・改善
　〇基礎・基本の重視
　〇生徒の実態に応じた主体的・創造的な学習活動
◇実践的・体験的な学習の充実・改善
◇問題解決能力の育成
◇教材・教具の工夫
◇指導と評価の一体化が図られる評価方法の工夫

３　施設・設備の管
　　理と安全教育の
　　徹底

◇施設・設備、教材・教具等の計画的整備、適切な管理
◇学習環境づくりの工夫
◇安全教育の徹底

外 国 語

家 庭
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度のバラ
　ンスのよい育成を図る指導計画の作成
◇教科「情報」での学習が他の各教科・科目等の学習に役立つよう、他の各
　教科・科目等との連携を考慮した指導計画の作成
◇地域や生徒の実態等に配慮した指導計画の作成

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇時代の流れに即し、生徒の主体的な学習意欲を高める指導方法の工夫
◇コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に取り入れた実習の充実
◇授業全体を通した情報モラルの育成
◇インターネットなどの外的資源の活用による情報機器を生かした教材の工
　夫と開発
◇指導と評価の一体化が図られる評価方法の工夫
◇公開授業等における研修の充実

３　学習環境への配
　　慮

◇採光や照明の工夫や情報関連書籍の充実等、適切な学習環境の整備
◇実習時の適切な作業姿勢や適度な休息等、望ましい学習習慣の定着

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇学校や学科の特色を踏まえた基礎的・基本的な学習内容の理解及び指導方
　法の改善と充実
◇キャリア教育の視点に立った指導計画の作成と指導の実践
◇農業経営のモデルを構築するための計画の作成
◇マーケットインの手法等による高品質な農業生産物の創出と加工・販売に
　関する学習の推進

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇評価を授業改善につなげるための組織的な研究の推進
◇主体的な学習活動を促すシラバスの見直しと効果的な活用
◇地域農業や関連産業の活性化につなげる「かかわり」を重視したプロジェ
　クト研究の推進
◇学校農業クラブ活動を積極的に展開していくための学習指導の工夫と改善

３　実験・実習のね
　　らいを明確にし
　　た効果的な学習
　　の展開

◇食料生産学習を通した「いのち」の大切さや「食の安全」に関する具体的
　な知識と技術の習得
◇環境保全型農業や消費者ニーズを捉えた農業生産及び経営に関する実践的
　研究
◇特色ある教育課程に対応する効果的な農場の運営

情 報

農 業
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇専門の基礎・基本を明確にし、学科の特色や地域・生徒の実態を踏まえた
　３年間の体系的な指導計画の作成
◇実験・実習の重視
◇地域産業界や関係機関との連携の推進

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇専門への興味・関心を高め、基礎・基本の確実な習得を図る指導の工夫
◇自ら学び考える力、課題解決能力や創造力を育む指導方法の工夫・改善
◇実践的技術・技能を高めるための、地域産業界と連携した指導の工夫
◇指導と評価の一体化による授業の工夫・改善

３　施設・設備の管
　　理と安全教育の
　　徹底

◇実験・実習で使用する施設・設備・薬品等の安全管理の徹底
◇生徒の事故防止のための安全教育及び指導の徹底

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇生徒・保護者等への情報提供及び指導と評価の一体化を図るための年間指
　導計画（シラバス）の作成とその改善
◇各学校・学科の特色と生徒の実態に応じた指導計画の改善
◇実践的、体験的な学習の指導計画の充実と改善
◇継続教育に考慮した計画の作成とその改善
◇各科目の総合化を図るための指導計画の作成

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇学習意欲や興味・関心を高めるための指導方法の工夫・改善
◇問題解決学習を通した、専門的な知識と技術の深化と総合化を図る指導方
　法の工夫・改善
◇実践的、体験的な学習等、教科の特色を生かした評価方法の工夫・改善

３　実践的、体験的
　　な学習の充実

◇健全な勤労観・職業観の育成
◇販売実習、商品開発等を通した起業家精神の育成
◇地域との連携を重視した学習の推進
◇高度情報通信ネットワーク化に対する学習の推進
◇経済のグローバル化に対する学習の推進

工 業

商 業
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇学科の特色を踏まえた基礎的・基本的な学習内容の理解及び指導方法の改
　善と充実
◇キャリア教育の視点に立った指導計画の作成と指導の実践
◇水産業の動向や世界的な海洋環境の状況等を理解させるための指導計画の
　作成

２　指導方法及び評
　　価の改善・充実

◇授業改善のための評価方法や組織的な研究の推進
◇主体的な学習活動を促すシラバスの作成と効果的な活用
◇地域水産業の活性化や起業家精神の涵養につなげる水産学習の推進
◇「いのち」の大切さや「食の安全」に関する具体的な知識と技術の習得
◇座学と実験・実習を一体化した学習や、情報機器を活用した効果的な授業
　の展開

３　安全指導の徹底 ◇海洋実習等における、安全や事故防止に向けた指導の徹底
◇確かな航海技術の在り方及び漁獲設備等の安全な使用についての指導の徹底

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇基礎科目と専門科目及び臨床実習の関連への配慮
◇実践的・体験的な学習の実施
◇教科の特性、生徒の実態の十分な把握
◇５年一貫の看護教育を行う系統的・計画的指導の実践

２　指導方法及び評
　　価の改善・工夫

◇個に応じた指導方法の改善
◇確かな技術の定着
◇高齢化・医療技術の進展等への対応
◇指導の改善につながる評価法の研究と実施

３　施設・設備の管
　　理と安全教育の
　　徹底

◇教材・教具等の整備・活用の工夫
◇安全への意識高揚
◇安全管理の徹底と事故防止

水 産

看 護
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H20 学校教育指導の重点

１　年間指導計画の
　　作成及び改善・
　　充実

◇生徒の実態を踏まえた指導計画の作成
◇実践的・体験的な学習の実施
◇教科の特性の十分な把握

２　指導方法及び評
　　価の工夫・改善

◇個に応じた指導方法の改善
◇確かな技術の定着
◇高齢化・介護サービスの進展等への対応
◇指導の改善につながる評価法の研究と工夫・実践

３　施設・設備の管
　　理と安全教育の
　　徹底

◇教材・教具等の整備・活用の工夫
◇安全への意識高揚
◇安全管理の徹底と事故防止

１　全体計画の作成 ◇学習指導要領の趣旨を踏まえ、体験活動や人間の在り方生き方についての
　指導を重視し、「総合的な学習の時間」との効果的な関連を図った全体計
　画の作成、必要な授業時数等の確保
◇学校や生徒の実態に即した活動の関連や統合による指導内容の精選と重点
　化、評価の改善

２　ホームルーム活
　　動の活性化を図
　　る取組

◇生徒相互、教員生徒間の影響の下、人間的成長を果たす重要な教育機会で
　あるホームルーム活動の充実に向けた取組
◇生徒が主体的な活動を行うことができる時間の確保
◇ホームルーム活動の指導力向上に資する情報提供や研修、クラスのリーダー
　育成に向けた校内体制の整備

３　生徒の主体性と
　　望ましい人間関
　　係を育成する場
　　としての特別活
　　動の重視

◇生徒理解と信頼関係を基礎とした指導による、学校・クラスへの帰属意識
　の高揚
◇日常の学校生活や生活環境の異なる旅行・集団を通じて、社会の一員とし
　ての自覚や責任感、ルール等について主体的に考えることのできる特別活
　動の在り方の検討と実施
◇ボランティア活動や就業体験などの体験的な活動を通した人間形成、自己
　形成の機会の充実
◇生徒の現在と将来にわたる安全と幸福の実現の視点に立った指導内容の検
　討（携帯電話やインターネットと犯罪被害についての指導、消費者教育、性・
　薬物などについての指導、安全指導など）

福 祉

特 別 活 動
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H20 学校教育指導の重点

１　全体計画の作成
　　及び改善・充実

◇各学校や地域の特色に応じた適切な全体計画の作成と改善
◇３年間を見通した年間指導計画の作成と改善
　○学習の到達目標の設定
　○学習のねらいと学習内容の明確化
　○各教科、特別活動との関連の明確化
　○適切な実施時期と時数の確保
　○時間割上への適切な位置付けと運営の工夫

２　自ら学び、自ら
　　考える力を育成
　　するための学習
　　活動の工夫と支
　　援

◇課題や方法などに応じた学習活動の展開
　○ティーム・ティーチングなどの効果的な学習活動の工夫
　○作業的、体験的学習活動の充実
　○生徒の課題意識の把握と分析
◇支援体制の工夫
　○全職員の連携
　○地域、保護者への説明と協力依頼
　○学校図書館の活用や各種社会教育施設の積極的な利用、地域の教材や学
　　習環境の積極的な活用
　○地域の社会人講師リストの作成など、必要に応じて講師を招聘できる体
　　制の整備
　○生徒の安全確保

３　学習活動の評価
　　方法の研究と実
　　践

◇学習のねらいに即した評価方法の実践
　○観点別評価の研究と規準の作成
◇一人一人のよさを引き出す評価方法の工夫
　○観察、作品、自由記述などによる評価方法の工夫

総合的な学習の時間
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H20 学校教育指導の重点

Ⅴ．学校教育指導の具体的な方策

ア　学校の抱える課題に対しての指導助言の実施
　○学校種ごとに本年度の重点に即して学校の現状を把握し、学校経営目標の明確
　　化・重点化が推進されるよう、適切な指導助言を行う。
　○学校経営、教育課程、学習指導及び生徒指導等の全般にわたって総合的に検討
　　し、「特色ある学校づくり」を推進するとともに、教育行政の施策に反映する。
　○家庭 ･ 地域や他機関との連携を深めるなどの多様な方策で学校教育目標の達成
　　に向かうようにする。

ア　要請に応じた指導助言の実施
　○学校教育指導の重点にかかわって、各学校及び研究団体からの要請に対し指導
　　助言を行う。

ア　文部科学省等の指定・委託を受けた学校への支援
　○学習指導要領に対応した教育課程・教科・領域等の教育内容や指導方法の研究
　　開発に努める。（学習指導要領改訂に係わる動きにも留意する）

ア　自主的・自発的な研修の促進
　○時代の要請に応える教職員の資質と指導力の向上を図り、「人間性」を磨き「専
　　門性」を高める。
　○同僚性を高める学校文化を創造し、互いに切磋琢磨する中で教師力を高める。

ア　体系に基づいた研修の充実・整備
　○初任者研修や教職１０年経験者研修などの研修を充実・整備し、教職員の資質
　　の向上を図る。

ア　生徒指導にかかわる研修の強化
　○いじめ、不登校、問題行動等に対する教職員の認識を一層深め、生徒指導にか
　　かわる指導力の向上を図る。

ア　各教科の基礎・基本の徹底を図る研修の充実　
　○体験と対話を柱に、少人数教育のよさをを取り入れた教科指導の充実をめざし、
　　授業改善に役立つ実践的研修を通じて指導力の向上を図る。

ア　「いのちの教育」にかかわる研修の強化
　○県版の「いのちのブック」を活用して、独自の「いのちのブック」をつくるな
　　ど、「いのちの教育」の根付きを意識した指導の展開を図る。

ア　やまがた教育「Ｃ」改革推進に向けた資料等の作成・配布（憲章、ガイドブック等）
　○「Ｃ」改革推進の方向性を示し、各学校で実践計画を立てる際の指針とする。
イ　学習指導資料等の作成・配布
　○学習指導要領の改訂の趣旨理解の推進及び各学校の特色を生かした教育活動の
　　充実を図る。

（1）　学校教育の指導
① 学 校 経 営 計 画 指 導

② 要 請 指 導

①文部科学省等研究指定校

（２）　研究学校等の支援

①自主的・自発的研究

（３）　教職員の研究の推進

②体系に基づいた研究

③生徒指導に関する研究

④学力向上に関する研究

⑤「いのちの教育」に
　　関する研究

①各種指導資料の作成

（４）　指導資料の作成
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H20 学校教育指導の重点

資　　　　　　料　　　　　　等 年　度 主管課等
総合的な学習の時間指導資料 平成 18 県教育委員会
山形県子ども読書活動推進計画 平成 17 〃
キャリア教育のすすめ（キャリア教育スタート・ウィーク　１～３年次） 平成 17-19 〃
一人一人の勤労観・職業観を育てるキャリア教育の推進 平成 17 〃

（学校用・保護者、地域産業界用）
第５次山形県教育振興計画 平成 16 〃
学校教育指導の重点（山形の教育「いのち」、そして「まなび」と「かかわり」） 平成 16-19 〃
山形県「いのちの教育」指針 平成 16 〃
いのちのブック 平成 19 義務教育課
平成 19 年度理科支援員等配置事業報告書（1 年次） 平成 19 〃
就学指導の手引き　様式集（改訂版） 平成 19 〃
山形県幼・保・小連携推進事業報告書② 平成 18 〃
山形県幼・保・小連携推進事業報告書 平成 17 〃

「いのちの教育」教師のための指導資料③兼「いのちの提言集」 平成 18 〃
「いのちの教育」教師のための指導資料② 平成 17 〃
「いのちの教育」教師のための指導資料 平成 16 〃
いのちの教育提言集 平成 17 〃
心の教育提言集 平成 15-16 〃
地域間交流のすすめ 平成 15-16 〃
地域文化継承の実践活動研究報告書 平成 15 〃

「クラスでできる支援ヒント集」 平成 18 〃
特別支援教育リーフレット①「学校全体で取り組む支援体制づくり」 平成 18 〃
なろちる交流会―みんななかま― 平成 15 〃
就学指導の手引き 平成 15 〃
学習障害児（ＬＤ）に対する指導体制の充実事業研究報告書 平成 15 〃
家庭教育指導資料ー子どもの見方・親の接し方ー 平成 15 〃
さんさんガイド第１集・第２集・第３集・第４集・第５集 平成 14-17 〃
山形県における学校評価システムの在り方第１集　第２集　第３集 平成 14-16 〃
食農教育学習教材「考えよう　わたしたちの〈食〉と〈農〉」 平成 14 〃
学校の自主性・自律性の確立に関する調査研究事業報告書 平成 13 〃
指導要録取扱いの手引き（小・中学校、特殊教育諸学校） 平成 13 〃
子どものサインを見落とさないために　～問題行動の未然防止に向けて～ 平成 12 〃
学校文化の創造推進校実践事例集「新しい旅立ちへ」 平成 12 〃
生きる力を育てる教育課程 第１集、第２集、第３集、第４集 平成 11-14 〃
学校経営改善実践事例集「学校がかわる　子どもがかわる」、 第２集 平成 10・11 〃
授業実践発信事業　「わたしたちの授業改善」 平成 10 〃
感性豊かな学校づくり実践事例集「風薫る季節」 平成９ 〃
授業改善のポイント事例集「授業改善はここから」３ 平成９ 〃
一人一人に応じた教育　～学習上特別の配慮が必要な子ども達への指導の充実をめざして～ 平成９ 〃
医療 ･ 福祉 ･ 労働と教育とのより良い連携を求めて「働くことを学んでいます」 平成９ 〃
再発見！やまがたの宝物　高校生のための山形百選 平成 19 教育センター
県立高校教育改革実施計画（ホームページ・ダイジェスト版） 平成 17 高校教育課
県立高等学校の将来のあり方について（ダイジェスト版） 平成 16 〃
やまがた高校生エコアクション学習資料 平成 14-16 〃
高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会・各教科等担当指導主事連絡協議会報告書 平成 15 〃
修学旅行における危機管理について 平成 15 〃

県教育委員会発行の主な指導資料（平成９～１９年度）
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H20 学校教育指導の重点

資　　　　　　料　　　　　　等 年　度 主管課等
高等学校　学習評価資料集 平成 14 高校教育課
高等学校　生徒指導要録取り扱いの手引き 平成 14 〃
高等学校　学校評価の指針 平成 14 〃
高等学校　教育課程編成資料（Ｑ＆Ａ） 平成 13 〃
高等学校　教育課程の基準と運用Ｑ＆Ａ 平成 12 〃
高等学校情報教育資料　「２１世紀を担う生徒たちのために」 平成 12 〃
高等学校　学習指導要領改訂の要点 平成 11 〃
生徒指導資料「特別活動・生徒指導の充実のために」 平成 11 〃
生徒指導資料「充実した高校生活の実現のために－高校中退防止のための取組」 平成 10 〃
情報教育指導資料　小学校（平成 10）､ 特殊教育諸学校（平成 10）､ 中学校（平成 11） 平成 10･11 〃
新しい学力観に立つ高等学校　学習指導の実際 平成９ 〃
　　国語科、地理歴史科、公民科、数学科、理科、外国語科（６教科分冊）
山形県情報教育推進計画 平成９ 〃
山形県食育体系指導書（第２部：実践事例集） 平成 18 スポーツ保健課
山形県食育体系指導書（第１部：総論） 平成 17 〃
教師用指導資料：小学校における「性といのちの学習」の手引き 平成 17 〃
教師用指導資料：中学校・高等学校における「性といのちの学習」の手引き 平成 16 〃
山形県学校安全の現況（毎年度発行） 平成 19 〃
山形県学校保健の現況（毎年度発行） 平成 19 〃
山形県学校給食の現況（毎年度発行） 平成 19 〃
平成 19 年度　体力・運動能力調査報告書（毎年度発行） 平成 19 〃
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